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社 会 主 義 と 私 有 財 産 制 度

氣 賀 健

)1C

高橋誠一郎先生は，経済学説の歴史に研究の主力を注がれたが，同時に社会制度に関する思想に
( 1 )

ついても興味を示された。先生の著* の一つr私有財産制度論の変遷J は大正9年の講演をもとに

したものであるが，その内容は古代• 中世の共産主義思想からはじまって，19世紀の社会主義思想
( 2 )

までの概観である。さらにもう一つは， r協同主義への道J と題し，大正12年に公刊されたもので，

先生が雑誌の求めに応じて寄稿された論説を編集したものである。

前者の著述において，先生は人間の倫理的な改革なしに，その理想境に到達することの不可を

指摘している。近世までの思想的発展の系譜を追って，先生は共産主義社会の理想を説く思想家に

達するが，人間に強く自利的衝動の作用している状態のもとで，いかなる共産主義的理想の社会へ

進むこともできないと判断する。しかし，先生は「利己心以外に有力なる経済行為発動の動機たり
C 3 )

うるものJ としてr人類の共同的感情から流露する共同心」があることを主張する。 r利己心と並
( 4 )

んで共同心もまた，人間の経済行為発動の原因たりうるものであるJ とし，社会の進化の過程にお

いて，共同互助がその一" の有力な要素でなければならぬと主張する。共同心とは他愛心ではなく，

自己の利益追求のもとで， I■交易上においては利己心榮動の原因たるべき個人の欲望を共同設備に
C 5 )

よって満足せしめんとするにあるものJ とされる。

先生は，こういう共同心にもとづいて， r資本なき共同経済J の生活を未来に期待しておられる 

ようである。先生いわく， 「資本というものは，歴史的のカテゴリーに属するものである。かつて 

資本なき共同経済の組織から出発しました人類の経済生活はふたたびまた資本なき共同経済の懐に

かえるものではなかろうか，そしてやがて人が人を強摊する世界から放たれて，たんに人が土地お
( 6 )

よび自然を強摊する世界にはいるものではなかろう力、J と。

注（1) 高橋誠一郎「私有財產制度の変遷j 大正10年，下出» 店。

( 2 ) 高橋誠一郎「協同主義への道j 大正1 2年，下出書店。

( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 )  r協同主義への道」59ページ参照。
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ここにいう資本とは，私有の資本であり，私有財産制度のもとに発達した資本を意味する。資本

なき共同経済とは，私有の資本のためにま仕する資本主義企業の経済でなく，資本を共同管理のも

とにおかれる生産と分配という社会を指すものと理解される。

高橋先生は，共産主義や社会主義の思想家のいだいていた理想には同感の意をもっておられたよ

うであるが，それに到達する手段として，早急に社会主義や共産主義の制度を採用することには反

対である。 r今日の社会から共産主義に移っていこうとするものは，かのカ ペ ー やオ ー エ ン などと

同じ悲哀を味わなければならぬ。理想がはたして実現されるかどうかは，一にかかって共同心が発

達して，はたしていかなる程度まで利己的衝動を制御して創造と進化とに貢献しうるかという問題 
_  ( 7 )

にあると考えられるJ というのが，私有財産制度論を概観した高橋先生の結びの言葉である。

先生のもう一つの論文集r協同主義への道J は，その社会観および理想社会の姿をよりくわしく

描写している。この本は12の論文よりなる。それぞれ独立の主題を扱っているが，共同組合の社会

を理想とする先生の持論ともいうぺきものが，随所にみられる。この論文集が協同主義への道と題

せられる所以もそこに存するのであろう。

高橋先生は，「綱要J と題する巻頭の序論の冒頭でこう記している。「労働および資本の雨者はあ

たかも鳥の双翼のごとく，また享の両輪のごときものであって，そのいずれを欠いても生産は行わ

れざるものであると労資協調論者は説いている。しかしながら元来，資本なき共同経済の組織から

出発した吾人人類の経済生活は，ふたたびまた資本なき共同経済の懐にかえるべきものであるとわ
C 8 )

れらはかたく信ずるものであるJ と。過去の出発点となった共同経済とは，人間の共同生活の原始 

的時代の，家族単位，部族単位の原始的自給自足の経済を指す。この時代の人間には一個人と団体 

との一体感があり，共同の利益と自己の利益を意識的に区別することがなかった。かれは完全に社 

会的環境と同一化されていた。かれは単にかれを創生した社会のうちに，また社会のために生きた。 

個人は完全に氏族のうちに融合せしめられておった。

しかるに人間の歴史とともに，自然と心意，個人と社会という二つの対立がはじまった。前者は, 

自然対宗教となる，宗教は，. 自然との一体感から離れて，人間が反省的意織を持つようになって， 

超自然の神性を自己のうちに意識するに至って発達する。

社会対個人の対立は，私有財産の発達となって現われる。社会発達の第一段階にあっては，私有 

財産なるものはなく，単なる占有の事実があるのみであった。占有と異なる財産の最初の観念は共 

有であって私有ではない。所有権は牧畜時代にはいって初めて重要な社会的意義を有するに至った。 

高橋先生は，封建制度の時代から個人的自由主義の栄えた資本主義の時代を概観して，資本の所有 

が支配的となって，資本対労働のもとで，多数である労働者が個人主義の奴諫となったことを強調

注 （7 )  「私有財産制度論の変遷J 158ページ。

( 8 )  r協同主義への道J 1 ぺ- ジ r綱要J 。
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している。労働者が商品として市場で取引させられ，恐慌によって悲惨な蓮命に遺遇し，階級闘争

が資本家階級との間におこなわれることを述べる文享は，マルクス主義の影響を受けたもののごと

く感ぜられる。しかし先生は資本主參体制の崩漠の必然にも賛成せず，革命のjts動にも否定的であ

った。人間は個人主義の洗礼を受け，個人主義の生んだ個人対社会の矛盾を経験して，はじめてこ

れを克復する決意をもつようになる。

「人類の多数が意識的にこの破減（個人主義のもとで，人生の目的たる幸福の到達*•'不可能となること）

をまぬがれんと努力するのとき，かれらは文明社会の根底をなせる個人と全体の対立を棄て，原始

社会の本来に帰る。ただ過去の共同主義と将来の共同主義とのあいだには，渾池と合成との相違が

ある。しかして古き共同主義より，新しき共同主まに進むの道は，ひとり個人主義の発達あるのみ

である。……個人はかれ自身を尊重し，かれ自身を注意することによって，いよいよ社会上におけ

る諸力を連結してその勢力を増大し，労務の分割によって，その能力を増加し，相互の救済によっ

て，運命と事故とに脅さるることを免れんとする。ここにおいてか，共同の感情によって各自相互 
.  ( 9 )

に相信じ，相和せる人と人との温い結合が成立するJ。

高橋先生の共同組合の理想は，オーユンやフーリユのそれに類する空想的なものでなく，実際上

の生活の必要から自発的に発達していく。イギリスの消費組合，フランスの生産組合， ドイツの信

用組合，デンマークの農業組合，アメリカの建築組合が実例としてあげられる。もし日本に例を求

めるならぱ，今日の農業協同組合が先生の理想に合致するであろう力、。

共同組合にたいする先生の期待は大きい。共同組合は企業者対労働者，債権者対債務者という对

立を消滅させる。両者は一体化される。組合の結成は，労働者自身が節約によって資金をつくる。

みずからの努力と克己とによって資本を創生する。

共同組合にたいする先生の期待は，資本対労働の克復にとどまらない。男女の関係についても新

しい自由• 平等の関係が成立する。すなわち，先天的なもの以外の差別はなくなり，雨性は任意的

組合を結合して相互に欲望を充足する。協同者の間には完全なる意見の自由と完全なる平等とが行
( 1の

われ，一切の児童は全体によって平等に教育され，支給される。

r共同は男子よりしてあらゆる圧迫の手段を奪うがゆえに，婦人は不平等なる服従に甘んずべき 

理由を有せざるにいたる。男子は婦人の自由なる愛情以外に性的満足をえざるに至って，広大なる 

今日の売春の世界は永遠に消減する。相互協同の社会は両性の幸福にとって真個安住の地であろ。

.婦人の諫属が男子を無知と専制の害悪とにく くりつけたと等しく，婦人の解放は知識と自由と
ひ1)

幸福をもって男子に酬ゆるのであるJ,

注 （9 ) [同上」229ページr原始的協同主義より，相互的協同主義への道J ,  
( 1 0 )  r同上J 1 8 C M 8 2 ぺ- ジ 「家族，企業および組合J 参照。 

f i i ) r 同上J 1 8 2ページ。
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相互協同の社会における男女の自由にして平等なる関係の説明には，高橋先生の空想的側面が多

分に発揮されていろ。先生のいわんとするところは，こういうある理想状態の実現の期待よりも，

私有財産制度のもとにおいて，男子が経済的独立の困難な状態の下におかれている婦人を家庭に束

縛し，婦人は男性に諫従する習慣を与えられいる状態を指摘したかったのであろう。

共同組合の経済が，資本主義企業にとり代って，将来の社会を担う体制の礎えとなるほどに成長

するであろうカシ共同組合は人間の共同心の発露として結成され，しだいに資本主義企業を消滅せ

しめるものであろう力、。この問いには，否定をもって答えざるをえない。共同組合は，資本と労働

の対立を避け，働くものがすなわち所有者となり，経営者たらんことを期して，経済活動における

生産と分配の領域を共有しようとするものではあるが，大規模生産の発達する時代に，組合企業は

資本家的企業の資本力にも経営力にも太刀打ちのできるものではない。

高橋先生は，無労の民なく， 用の地なき国土という表現を用いて，私有資本の社会からの離脱
(12)

した世界を望んでいる。生産手段の国有や国家社会主義は事態の改善にはならない。生産手段は組 

織的労働による産業の共同管理と結合してはじめて労働問題を解決することができる。 「ここにお 

いて物質財と労偉!!の提供者たる人類と，その享楽者および消費者としての人類は同一体となる。」

「組合はすなわち国家であり，国家はすなわち組合である。」「協同者のあいだには完全なる意見の
(13)

自由と完全なる平等とがおこなわれるd 上記の文享は，先生の「協同主義への道」の序論の抜萃で 

あるが，この漠とした表現は，先生の夢でもあろう。先生は共同組合に託して，私有財産制度のも 

とに生じている支配と諫属からの脱却，自由と平等の世界への希望を脳裡に描いてみずからを慰め 

ておられたのではないであろうカシ

しかしながら，先生が古今の社会主義思想の検討の中から共同組合に人類社会に存続しつづけた 

矛盾解決の方向を求められたことには, 先生の夢という以上に，その社会思想上の特徴がみいださ 

れる。その一' 3は，先生の求められている理想の幸福への道は，進化の過程を経るぺきものであっ 

て，革命や政治的制度の改革に依存するものではないこと，その二つは，人類の倫理的な成長——  

共同心の拡大—— をまたずしては，幸福への途はないこと，三つには，私有財産制度にもとづく利 

害の対立は人間の共同心の働きによって克服しうることである。

先生は，経済思想の歴史的探求にあわせて，社会主義思想に多大の興味を持たれるとともに，人 

間社会の悲惨と辛苦からの脱却を求めて，私有財産制度批朝の思想を自身のうちに養成されたので 

あろう。 r協同主義への道」はこうした思想的遍歴の所産であった。先生の近代社会批判には，マ 

ルクスにかぎらず,近世フランスの社会主義思想の影が映っている。しかし先生は，イギリスにお 

ける個人的自由主義の思想が一面において近代の産業の発達，人間社会の言裕の増大に貢献したこ

「三田学会雑誌」7 5巻特別号（1983年2 月）

注 （12) 「同上」「無労の民なく，無用の地なき国士」r資本なき生産の世界J 1~60ページ,
( 1 3 )  r同上j 綱要レ 1 2ぺ- ジ。
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とをも認める。この発達のうちから，人間の自利心に併せて共同の利益に配慮する共同心が成長し

てきたことを先生は発見したに相違ない。共同心は人間の利己心を排除するものではないが，利己

心の抑制の意味をもつ。先生の言葉をかりるならぱ， 「利己心以外に有力なる経済行為発動の動機

たりうるものに人類の共同的感情から流露する共同心Jがある。「進化はひとり生存競争のみによっ
( 1 4 )

て得られるものではない。共同互助もまたその有力な一要素であるJ。この共同心から「共同の目的 

をもってする自由民間の友愛的結合J を先生は将来に期待する。この将来社会では，資本は一部の 

人間によって私有されるのでなく，共有される，あるいは共同で管理されることになり，資本の利 

潤が一部の所有者に帰属することはなくなるのであろう。これを先生はr資本なき生産の社会J と 

表現された。 r資本なき共同経済の組織から出発した人類の経済生活はふたたびまた資本なき共同 

経済のふところに帰るのではなろう力、」という先生の期待は，人間の共同心による共同所有，共同 

生産，そして共同分配の社会において実現されるもののごとくである。先生の理想は，一見，社会 

主義思想の影響を受けた一種の平等社会のごとくであるが, その理想の心随はむしろ自由•圧制や 

力による強制のない自由の社会であったと思われる。

高橋先生が共同組合の制度を通じて将来に期待したE 制なき社会，資本と労働の対立のない社会 

にたいして，現代の社会主參運動はどんな解決の途を選んでいるであろう力、。

その一つはソ連型の社会主義で，革命という方法によって国家権力を掌握した共産党が私有財産 

制度を撤廃して，資本による労働の摊取のないといわれる社会主義社会を設定した。他の一'̂ ^は, 

革命によらず議会政治の梓の中で，社会主義を標榜する政党が漸進的に社会主義への接近を試みて 

きた。 ヨーロッバの諸国においては，社会主義と名乗る政党が政権を* 握して，社会主義の実験を 

三つの方法で実験している。その一つは，累進課税による財産と所得の平等化，その二つは，国家 

の責任による貧困や生活不安の治療と予防，その三は企業の国有化による公共的経済管理である。 

後者の方法は，必ずしも私有財産制度の廃止を考えてはいない。

社会主參と私有財産制度

(ニ）

革命的方法によって国家権力を掌握したソ連共産党は，筆者のみるところによれぱ，いかなる意 

味においても，近世の社会主義思想が理想とした社会の建設には成功していない。共産党による専 

制政治は，国民に思想と言論の自由を許さないし，結社の自由をも認めない。自由主義思想と自由 

経済の体制のもとで国民が享受していた基本的な自由の条件は，すべて共産党国家の権力によって 

否定されている。共産党の権力は，党の組織と警察および軍隊がこれを守っており，国民の反抗を 

許さない。この力を維持する経済力は，党の支配下にある財産制度である。一切の自然資源と生産

注（14) r同上j 綱要参照。
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手段は,’ 原則的に国有であり，したがって共産党政府の管理下におかれている。財産（生産手段）を 

持たない国民は政府管理の企業に雇用され，公定の賃金を支給される賃金労働者にほかならない。 

かれらは財産を管理する管理者とも，実質上の権力者たる党とも利害を等しくしない。財産の処分 

• 利用方法を決定する立場にある党の指導者たちは，その管理者たちにたいして，生産課題を与え 

てその目的に沿うた効率的生産活動を要求する。管理者の指令に服従する立場に置かれる労働者は， 

必ずしも管理者の望む効率的生産活動に従* しない。労働者にとっては与えられる報酬と比較した 

労働費用との関係がその経済行為の基準をなすわけであるが，その基準は管理者の要求する生産課 

題の遂行とは直接に結びつかないのである。換言すれぱ，生産課題の遂行に貢献すれぱするほど報 

酬が高いということにならない。公定の賃金率や職種による報酬系数表は，労働者にとっての労働 

意欲の刺激剤としての意味をもたないのである。ソ連の当局者は労働の生産効率をより正確に賃金 

に反映させるために，さまざまの補完的報酬制度を設定している。

管理者と党とのあいだの利害も等しくない。生産の計画を定めて命令を下す党にたいし，管理者 

は命令にしたがって生産する任務を与えられ, その責任を引受けさせられる。両者のあいだには， 

計画課題の各指標と，指標の達成度と管理者の受けとる賞与とのあいだに唤ちがいがある。計画課 

題の指標を定める党は，一定の技術的条件のもとで，最大生産• 最小費用の原則を貫ぬこうとする。 

管理者は，独自の技術的条件を根拠にしてより多い費用，より小さい課題を申請する。管理者にと 

っては，党の要求する経済原則に対抗して，安全確実な課題遂行が最重要の関心事となるのである。

ソ連里の財産公有の制度のもとでは，財産の処分権をもつ党指導者と，財産管理の責任を負う企 

業経営者と，財産に結合して雇用される労働者とのあいだの利害は相異なる。

党指導者は，土地にせよ資本にせよ，政治的に決定された目的によって，その処分（課題）を定 

める。この目的達成に効率的な生産を要求する。生産課題を与えられた管理者は，自己の利益のた 

めに安全確実な生産方法を選ぶ。両者の利害は相反する。前者はより少ない投入とより多い産出の 

課題を与えるが，後者はより多い投入とより少ない産出という課題を引受けようとするのである。 

課題の実行の仕享をする労働者は，産出や投入の多少には関心を持たない。ある一定時間，ある作 

業量にたいして労苦の軽減と報酬の増加を求めるのである。このようなそれぞれの立場のひとたち 

の満足指標が別々であって，相互に関連が欠ける結果として，財産の処分と利用に関する効率は劣 

等にならざるをえない。

ソ連型の社会主義における経済的非効率は，基本的には財産の公有と公的管理という体制それ自 

体に基因するといってよい。財産の処分についても，その利用の仕方についても，経済的選択を合 

理的に比較し最適の解を求める装置もないし，したがってひとびとをして合理的な解を求めさせる 

刺激装置も欠けているのである。

生産手段が公有される社会主まにおいては，合理的な経済計算ができないと指摘したルードウイ
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ヒ . ミーゼスの論理的推理は，ソ連経済の事実に照して正鴻をえたものであった。

ミ一ゼスの批判に答えたポーランドの社会主義者オスカー• ランゲの自由制社会主參は公有財産
(16)

制度のもとで, 自由競争市場を設定するというものであった。ランゲの設計は，公有公営の社会に 

おいて，静学的条件のもとで経済計算が成立する可能性を説いたに留まる。現実の動学的世界には， 

この理論的世界を移植することはできない。

しかしながら，ソ連型の社会主義は，当のソ連き体においても，また同様の型を受けいれた東欧 

の社会主義国においても，その経済蓮営の効率化を求めて，計画体制の中に自由化を取入れる工夫 

を試みつつある。启由化の手段は，中央に集中されている生産手段の処分の決定権を分権化して, 

下部の管理機関，あるいは個々の国営企業に決定権を委譲することと，処分の決定にさいして，経 

済的利益を指針とすることである。この分^|化の試みは，所有の形態を国有のままに温存しながら， 

その処分の仕方を，企業の自主的判断にまかせるものである。計画を中央からの命令によって実行 

するのでなく，利益の誘導によって実現しようとするのである。そのために，利子率，賃金，価格 

等を，計画機関が設定する。命令にかわるこの誘導政策は，中央の計画当局者からみれぱ，計画体 

制の補完に止まるものであって，ランゲ型に社会主義を改めようとするものではない。この方式が 

もっとも広く採用されているところはハンガリーであり，もっとも狭いのは，ソ連であろう。誘尊 

の方法は, 企業や労働者の意思決定の自主性を刺激して，生産の効率を増進させるところにその狙 

いがある。ソ連のごとく，物量的なバランスの方法による計画作製が根づよく利用されてきた国に 

おいては，誘導方式の利用範囲は狭い。というのは，自主決定の範囲が広げられれぱ広げられるほ 

ど, 計画による生産の世界は狭められる。計画の実現がそのために妨げられるからである。計画に 

よる命令生産と市場価格による自主的生産とは，競合関係に立つ。企業も労働者も，誘尊による生 

産の方が，命令による計画生産より有利であると判断するならぱ，資本と労働とをともに，その有 

利な方向へ流し込むのである。生産要素の処分の自主性の尊重は，それだけ計画生産を危うくする。 

ソ連の指導者たちは，計画生産の目標をある特定の政治的目的に向けているがゆえに，命令生産の 

方式を固く守っている。国民各自の自主的選択に任せた場合に生ずる資源配分を排除して，共産党 

政府が選んだ目的の達成に生産要素を投入する。生産手段の保有は，共産党にとって，そのために 

必要であり，国民の選択に適応するために必要なのではない0 国有化されている生産手段は，私有 

のもとで生ずる労資の利害の対立を解消させるのが社会主義思想の考え方であるが，ソ連型の社会 

主義には，そういう考え方は実際に支持されてはいない。

誘導の方法に類似するものに，闇取引がある。これは公有の生産手段を私的利益の追求に流用す

社会主義と私有財産制度

(15)

注 （15) Ludwid von Mises, Human Action 1966, Chicago, Revised Edition, Chap. 24 参照。

(16) Oskar L an g e ,ランゲの競争的社会主義の批判については，氣資« 著 r比较経済体制謝靑林寄院，昭和47年* 

40ページ参照。
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るものである。闇の取引市場が成立し，計画生産に利用さるべき生産要素が，闇市場で取引きされ
( 1 7 )
る。闇市場は，第二経済と呼ぱれるくらい今日ソ連をはじめ計画生産がおこなわれる国には，幅ひ 

ろく存在する。企業間の取引きにも，消費財の販売にも，管理機関と企業とわ段階にも，計画に背 

く生産要素利用が行なわれている。公定の価格以外の交換条件で物財や用役が取引きされるのが， 

第二経済である。政府の公認の市場経済として著名なのは，集団農場に所属する農民に許されてい 

る自家附属地経営である。これは小規模ながら，土地，家畜および農器具の私用を認められた農民 

がその生産物を自由市場で販売する仕組みになっている。当初，農民に自家用食物と，若千の現金 

収入とを許そうとしたこの制度は，今日ではソ連の全国民に，野菜，ぱれいしょ，鶴卵その他の農 

産物の大きな供給源とすらなったほどに成長した。第二経済は非合法に行なわれる私的生産と交換 

である。

社会主義の原則たる生産手段の私有禁止からみれぱ，この制度は社会主義に背を向けているし， 

所得もまた農民のあいだに差別を生ませる原因となっている。

この制度は，ソ連において，スターリンが農業集団化政策を強行した1930年初期に，これに抵抗 

した農民との妥協として産まれたものであるが，フルシチョフは一時期にこの制度を簾止して，襄 

業都市化案を思いついたことがあった。これは案のみで実現に至らなかったが，その趣旨は農場を 

工場のごとくに見立て，農民を集めて都市住民のごとくにして，そこから農業工場へ通勤させると 

いうものであった。

生産手段の公有という社会主義のイデオロギーによれぱ， 共同経営の形をとる集団農場（コルホ

ーズ）制度は，国有国営の農場（ソフホ- ズ）よりも未熟な段階の制度とされたのである。スターリ

ン自身は，コルホーズ制度を農民との妥協の産物とみなしていた。かれの論文r社会主義における 
(18)

経済の諸問題J の中で, スターリンは，コルホーズは将来においてソフホーズに移行すべき旨を説 

いている。資本主義的生産方法がいまだ農業に十分に浸透せず，多数の中小個人経管の生産がいき 

わたっている段階では，共同組合の形による統合が適当である。これによって大規模な機械を導入 

して大農業企業を発達させていく。都市と農村のあいだには，商品生産（売買を通じての突換）をあ 

る期間にわたって存続させる。しかし共同組合の農業生産力がさらに発展した段階で，共同組合農 

業は，全人民的所有（国有）のもとの経営形態をとることになる。

スターリンの考えでは，コルホーズは共同組合経営である。高橋先生の理想社会の共同組合と言 

葉は同一であるが，その内容も，その将来も，まったく異なる。コルホーズは生産手段の公有化の

注 （1 7 )第二経済の名称は，G. Grossman, "The Second Economy" of ths U. S. S. R. Problems of Commu

nism, Sept.-Oct., 1977,に拠る。ナこだしグロスマンによれぱ，その命名は1971,S. Karol "Conversation in Russia" 

The New Statesman, Jan. 1971まで溯る。

グロスマンの正確な定義によれば，私益を求めて行う行為で，現行の法規に背くことを知っているものをいう。

(18) rソ連における社会主義の経済的諸問題J 1952,10月3, 4日，プラウダ紙一邦訳第十九回ソ連邦共産党大会資料，外 

務省欧米局第五課，昭和27年。
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社会主義と私有財産制度

ある段階の形態であり，やがては全面的公有化の国有国営に移行する。 コルホーズでは，生産手段 

は国有であるが，生産物はコルホ一ズ所有である。土地は国有であるがコルホ一ズはこれを占用し， 

享実上の所有者のごとく管理している。

高橋先生の共同組合は，組合員個々の自発的な共同行為によって支えられたものであるが，コル 

ホーズは，スターリンの命令による強制的な結合であり，その経営は政府からの注文による供出を 

主たる任務とし，生産物に剰余のある場合に，これを販売しうるという仕組みになっていた。

コルホーズの生産物がコルホーズの所有に属するとスターリンはいう力"S それは正51な表現では 

ない。コルホーズは，政府の命令にしたがって，年々の供出課題を遂行しなくてはならなかった。 

また国営の機械トラクター供給所（M. T. S .)に賃料として実物を納入させられていた。 これにた 

いして公定の代価が支払われ,コルホーズはそのうちから農民への労働報酬を分配していたのであ 

る。政府とコルホーズの間には，実物と貨幣額との交換があったが，これはおよそ商品流通の通常 

の観念には当たらないものであった。しかしスターリンはこれを一種の商品流通とみなした。そし 

て，そのためにこそ，ソ連の国民経済において，社会主義体制にもかかわらず，商品•貨幣が流通 

し，労働者は賃金を受けとって，労働を企業に売渡す形式をとると言いはった。こうした資本主義 

の市場に類する制度が社会主義社会に残っているのは，スターリンによると，コルホーズが農村に 

根を張っているからということになる。

将来，コルホーズは全人民的所有すなわちソフホーズ化され，商品流通は消えていく。その代ウ 

に， r生産物交換J ともいうべき方法が，全消費財の分配をおこなうことになろうとスターリンは 

いっている。

スターリンの予想に反し, コルホーズは今日かんたんな農器具ぱかりでなく,大規模な農業機械 

を所有している。M T Sはフルシチg フによって解散され，その所属機械はすべてコルホーズに売 

却された。この措置は機械の効率的な利用のために各コルホーズの所有に移すことが適当とみなさ 

れたからであった。

社会主義の国有化イデオロギーからすれぱ，この措置はあきらかに逆行的であった。スターリン 

のいう商品流通は，消費財のみならず，生産財についても当てはまることになったわけである。

ソ連型の社会主義は，共産党が構築したものであり，党の全体主義的専制政治が続いているかぎ 

り，社会主義の自由と平等は，いかなる意味においても達成されない。その上，私有財産の没収と 

いう方法で国有化された企業の運営は，労働者を国有資本に諫従させることになり，また同時に労 

働刺激に不足し，生産手段の利用が効率性を欠き，そして生産物は消費者の満足の増加と直結しな 

い。資本所有者，経営者，および労働者のあいだには，利唐をともにし，あるいは目的をともにす 

るという一体感は存在せず，労働者は，マルクスのいう自己棘外を味わされる地位に置かれたまま 

'であつた。
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(三）

ソ連型の社会主まから離れて，中央集権の計画経済を解体した社会主義の一つの例はユーゴスラ 

ビアにみられる。政治上の体制は，ユーゴの共産党が権力を掌握しているが，経済体制の領域では， 

国有国営の型を廃し，各構成共和国や自治州の自治体管理に移した。企業の管理には専任の経営者 

が選出されるが，企業の管理には労働者評議会が参加することから，労働者の自治管理という名が 

つけられている。

ユーゴスラビアにおける社会主參の型態は，財産の所有，財産の管理，そして所得の分配におい 

て，社会主義思想の実践に祭して遭遇するさまざまの問題を生みだしたという点で，大いに興味が 

ある。

1945年，革命政権がチト一大統領の指導のもとに成立した当:lin t, もっぱらソ連のスータリン盤

の共産党専制，財座の没収，国有化，そして中央集権の命令経済の型が植えつけられたのであるが，

それは国内に混乱と抵抗をうんだ。1948年，チト一がスターリンおよびコミンプォルム参加の東欧

諸国と政治的に離反してから，この国の独自の途を探る苦難の歴史が始まった。時代的に区分すれ

ぱ，48年から53年に至る分権化への時代，分権化からさらに進んで，63年以降の分散•自由化の時

代に大別することができる。

革命後の三年間に，工業は，ほとんど全部国家所有に移されたし，商業部門においても約半分が

国有化された。農業についてみると，国有化はほとんど進まず，51年において国有化率は5% , 強

制集団化による共同農場は15%に留まった。この期間に強行された国家管理は，共産党と国家官僚

の命令に基づいたもので，きわめて政治的，イデオロギー的色彩の濃いものであった。

1953年の憲法は，産業は社会主義郁門と非社会主義部門の二つに分けた。前者は社会的所有を，

後者は独立農民や独立自営の職人層と少数の被雇者をふくむことになった。国有国営の企業は党と

官僚の支配から離れて，地方自治体の所有と管理へと移り，労働者管理が登場した。ユーゴ連邦国

家の権力は法律的に所有権を手離したけれども，経済的には課税と投資資金の調達，およびその配

分の方向の決定において，中央政府は圧力を行使したのである。労働者の自治管理といっても，労
( 1 9 )

働者が財産を所有するのでもなく, 管理の全権を享受するのでもなかった。

私有財産を基礎におく非社会主ま部門は，政治的な差別を受けている。すなわち独立農民の経営 

には，土地面積， トラクターの大さ，および雇用労働についての制限があり，その拡大を抑えるの 

が党の方針であった。独立職人層についても，その増加を抑制し，これを共同組合に合併させよう

注 （1 9 ) ュ一ゴスラピアの経済制度の変遷についてはBi6anid, Rudolf, "Economic Policy in Socialist Yugoslavia", 

1973, Cambridge.に拠った。

--- 60 (9 7 5 ) ■



とする党の方針が立てられていた。しかしこの方針に反して，- 般的な経済復興につれて，社会主 

義部門では充足の困難なサービス業，加工業，住宅業等において，非社会主義部門の成長があり， 

当局もこれをあえて抑えなかった。

中央集権は国有化と計画化とを伴っていたが，分権化が進むとともに，管理と計画の方法にも変 

化が生ぜざるをえない。企業は国家権力の中枢で立案される計画の実行機関ではなくなった。1963 

年の憲法において企業の自主管理の原則が認められ，企業自体が独自の計画を立てることになった》 

もしこの原則が文字通りに実現されたならぱ，企業間の自由競争がいきわたるはずであり，市場機 

構が企秦の計画の基礎に置かれることになり，価格が11給の調節をすることになる。

ユ一ゴの社会主義は，現代にいたるまでの発展傾向として経済の自由市場化が進行してきたとは 

いえるが，他方において，政治的にも経済的にも，自由競争を制限する多くの制度が残存した。そ 

の原因の一つは，国として，あるいは各自治共和国として，自給自立の産業育成•保護の傾向があ 

ったこと，その二つには，硬貨の不足のため，外国貿易は国家的管理のもとに置かれ，輸入原料. 

機械等にも，消費財にも，制限を加えざるを得なかったし，したがって価格の統制を全般的に行な 

わざるをえなかったのである。

ユーゴの分権的経済管理のもので，生産手段の所有は，国有でなく，社会的所有として共和国や 

下部自治体の管下に移された。自治体の管ぽの下にあって経営管理には，専任の経営者が当り， 

所属労働者の組織する労働者評議会がその監督に当ることになった。

しかし，国や共和国は，企業から租税その他の名目の課徴金を徴収しなくてはならないし，また 

企業の設立と成長を助^^るための資金を供給しなくてはならない。また価格は市場の調節に任せず， 

公定の制度から離れることができない。企業は労働者の自治管理といわれるけれども，その所有者 

は労働者ではない。労働者評議会のなしうることは，経営者の選出における発言経営の盈督， 

そしてとくに労働者の直接の利言に影響する所得分配における発言権であった。企業の存立そのも 

のについての資本調達の責任を負うものは，結局その所有者たる共和国や自治体である。公有企業 

の常として，その経営の独立採算性への責任が所有者• 管理者• 労働者に分散するがゆえに，能率 

において劣る傾向がある。不良企業が維持され，優良企業の発展が保IEされない。

労働者の利益はその企業収益の分配において，より多くを個人所得に分配することにあり，収益 

が税金，利子，利潤にさかれることを好まないし，内部留保によって蓄積資金とすることを惜しむ 

のである。このユーゴ型社会主義における絶えざるインフレーションの原因の一'̂：?は，赤字企業の 

存続のために政府が通貨の増発を統けていること，他の一つは企業の蓄積不十分にもかかわらず過 

剰投資がおこなわれ，他方では労働者への所得分配において，金業の運営に影響力をもつ労働者自 

治管理の制度が，労働者の取得部分をより多くし，企業の留保部分をより少なくするのである。こ 

こには，企業の財産の形成に責任を持たない労働者側と，同じく財産の形成に責任を感じない経営
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者とのあいだの妥協が容易に成立する条件がある。

財産すなわち生産手段に責任を負わざるをえないものは，ユーゴの経済制度では，連邦政府，共 

和国，地方自治体，銀行，企業経営者に分散している。連邦政府と共和国政府および自治体等の行 

政当局は，それぞれ企業の生産にたいする影響力を行使すると同時に，その税収を企業に求めたの 

である。連邦政府と構成共和国，共和国と下位の自治体とのあいだには，それぞれ行政上の権限に 

ついて争いがある。連邦政府の力が強ければ，共和国は，その管理の下にある資源の利用において 

必ずしも熱心にならない。

連邦政府は，連邦全体の経済発雇のための政策を考えて，投資配分，関税，外国からの資本の導 

入，価格政策について影響力をもつ。共和国もまた，しだいにその権限を強化して，共和国独自の 

利益のための産業育成をはかる。自治体は直接に企業と結びついて，企業の温存や発展をはかる。 

銀行は各段階の自治体祖織によって設立されており，資本はいわぱ公金であった。労働者自主管理 

の方針が承認されるにつれて，地方分権と市場の機構とが企業の環境として重味を増すのであるが， 

上部行政機構の影響から脱却するほどの独自性をもつには至らない。

市場の機構が有効に働くためには，企業が自由にその資産を処分し，その決定について危陵負担 

の責任を負うことが必要条件である。しかるに企業は自治体と結びついた銀行から融資を受けるか 

たわら，その売上高については，重い租税負担に苦しめられていた。租税は連邦国家や自治体の経 

費を調達するためばかりでなく，公的な投資基金の補充のためにも徴収されたのである。

企業にたいする行政上の支配力が各段階の行政機関によって分担され，銀行も同じく行政機関の 

後援によって存在しているのであるから，ユーゴ型の労働者自治による企業の実権は，実はこれら 

の資本供給をつかさどる行政官庁にあるとみなければならぬ。

資本の所有，管理，新資本の形成と投入，そして資本の運営における効率と責任，収益と損失の 

負担の問題のうち，どれほどが自主管理の企業の権限と責任に属し，どれはどが行政機関に属する 

力、0

財産の社会的所有というユーゴ型の社会主義は，国有国営のソ連型を廃止した。所有は社会的と 

いう名のもとに分権化された地方自治体に移され，さらには企業それ自体が法人化されて企業所有 

となった。しかしながら企業を管理する専門の経営者と，その経営者の選任に承認権をもつ労働者 

評議会は資本の所有者ではないし，資本の形成の責任を負うものでもないし，また資本の損失にも 

責任を負わない。企業は自己金融の権利と義務を備えるにいたっても，欠損の場合は行政機関の援 

助を受け，銀行から融資される。企業の収益の一部分は課税されるが，純収益は企業と労働者とに 

分配される。労働者が受けとる分配は，資本供給とその管理責任にたいして受取るのではなく，賃 

金に付け加えられる利潤分配にほかならない。この制度は労働者と企業の利益とを結びつけはする 

力;，資本の処分に附着する危険を労働者に負担させるわけではない。
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資本の社会的所有に固有のもう一つの特徴は，資本の処分が社会的目的のために処分されること 

である。すなわち私有私営の企業型態のもとでは，原則的に利潤追求と効率の増進が通用するので 

あるが，社会的所有のもとでは，社会的計画が投資目標に附者する。それは要するに政治的に決定 

される投資目標である。ユーゴの場合には，国家的な規模における工業化,外貨不足の状態のもと 

における自給主義，地域的な自給主義，さらに後進地域の開発などの目的がその社会的計画の内容 

をなしてきた。したがってそれだけ利潤原則は抑制され，効率増進の刺激も鋪化する傾向を避ける 

ことができなかった。

社会主義と私有財産制度

( 四）

資本の私有の故をもらて社会主義思想家たちから批别を受けてきた資本主義の制度は，近代的技

術の発達や市場の拡大の条件のもとで，所有関係においても多様な変化を示してきた。そのもっと

も特徴的な点は，所有と経営の分離といわれる現象，個人の財産蓄積の機会の普及と増大であろう。

とくに所有と経営の分離は，大規模生産の利益を享受することのできる大企業において顕著になっ

た。この傾向は一方において，競争市場における少数大企業の支配といわれる寡占やときには独占

をも発生させ，社会生ぎ思想家にとっては，資本主義のもとにおける資本の支配の強化として攻撃

の対象ともなったが，他方において，所有のもつ経済上の支配力を稀薄にするという意味から，企

業の経営におるけ資本支配に代って経営者支配という現象が注目されることにもなったのである。

そして所有が経済的ま力として労働者の利益に対立する意味を失い，新たに，経営者と労働者ある

いは，経営者と国家その他の利益集団との関係という問題が登場した。私的所有関係とは無関係に，
(20)

社会主義への資本主義の転進を推測する経済学者がここに生まれてきた。

18 • 19世紀の社会主義者たちの非難の的とされた個人営業に代って，株式組織の大企業が発達す 

るにつれて，私有財産を蓄積する各個人の機会は増大した。個人の貯蓄はそのまま資本として企業 

へ投入されることも稀なことではなくなった。資本市場が成長したし，当座の資金の融通をはかる 

金融市場もまた組織化されるようになった。他人の資本を集めて投資を行なう投資家も当座の金融 

業者も，それぞれ専門の載業として成立するようになった。株式会社の企業には，資本の所有者と 

は別の専門の経営者が選ぱれて経営* 任を引きうけるようになった。

自分の資本を自分で投資し，企業の経営責任を引きうける自営業者は，数でいえぱもっとも多い 

し，私有財産はこの種のひとたちによってもっとも直接的に生産手段として利用され，蓄積もまた 

所有者の財産の増殖となっている。

注 （20) Schumplier, J.,と Galbraith, John K . は中でも著名である。 前者は，"Capitalism, Socialism and 

Democracy" 1949,後者は，"The New Industrial State" 1967がとくにこの問題をとりあげている。
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しかるに，所有と経営の分離している大企業法人においては，所有者は経営を専門家にまかせ， 

資本の収益を期待するのみである。資本市場において，所有権が取引されるが，その目的は，資本 

が生み出す収益倾値の獲得にある。したがって企業はその資本価値の維持に成功しないと，資本の 

供給を受けることに困難を感じるし，もし成功するならば，比較的に有利な条件で新しい資本の供 

給を受けることができる。この意味で，資本の所有者は，資本の供給者として，絶えず企業の経営 

者を監視する立場に立つことになる。経営者は資本所有者の利害を考慮し，これに合致しないかぎ 

り，資本の供給を断たれる危険にさらされるのである。

所有と経営の分離によって，所有者は資本を直接に蓮営しないが，資本の利益の追求を放棄した 

わけではないし，またその利益を無視されることもない。両者の利害をつなぐものは，資本の取引 

きがおこなわれる資本市場，金融市場と専門の金融機関とによる。専門化された資金市場の存在は, 

企業の資本価値を常時に評価する場所となっており，経営の効率が刺激されるところでもある。

資本の効率が刺激されるのは，資本の売買や貸借において，所有者または管理者が変るごとに評 

価され，その代価が支払われるからである。その取弓I市場が交換の機会と情報とを広く集めている 

ところであって，競争がいきわたっているときには，投入された資本にたいする評価や，新投資の 

機会につ い て の 評価は，正後性を高める。

資本がソ連のごとく国有であったり，ユーゴのごとく社会的所有である場合には，かかる資本の 

取引市場が存在しない。既投資の生産性の評価も，新投資の機会にたいする評値も，すべて政治的 

に定められることになり, 効率性は練かにされるのである。

私有財産が資本市場において取引きされる機会が多ければ多いほど，財産は効率を求めて管理， 

運用されることになる。

もし社会主義思想に依拠して，資本の利用について，効率よりも社会的正義や政治的意義を尊重 

する制度を制定するならば，投入された資本の効率が低下するばかりでなく，新しい資本の供給も 

また資本の効率と無関係に調達されなくてはならないことになり，その社会の経済的未来は必ずや 

暗いものとなろう。 '

この結論について注意すぺきことは，私有財産の制度のもとにおける資本の市場取引きが常にか 

ならず効率の刺激をともなうとはかぎらないことである。個々の投資には，誤算があり，冒険があ 

り，非経済的目的もある。全体としての総投資が期待した成果をあげないこともある。しかし市場 

における競争は，つねに実験の機会を提供しており，是正の方法をも学ぶことができるようになっ 

ているので，試行錯誤がいわぱ自動的に実行される。

所有と経営の分離を一つの有力な根拠として，資本主義から社会主義への発展をといたシュムぺ 

一ターは，私有財産制度のもとで働いている資本市場や金融市場の機能に注意を払わない。資本の 

供給は，かれによれぱ個人の貯蓄に依存しなくなり，—— 社会の一隅に個人企業の存統することは,
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大企業中心の社会主義にとっての障害ではない一 企業経営は株主にとって興味をよぱない存在と 

なる。大企業は，非個人的• 非人格的. 官僚化的経営に移っていく。かれは市場の機能については 

楽観的な見透しを立てており，ランゲ流の公的価格操作と，これに反応する官僚的経営者とによっ 

て，経済は運営されると想定している。かれの想定する社会主義制度のもとでは，創造的破壊を固 

有の任務とした企業家は不用になる。情報も技術革新も，社会化された企業管理者は相互に協定し， 

相互に知識を交換し，相互に協調するという。

今日の大企業経営者がこうした官僚的性格を帯びるものかどうかは，筆者のみるかぎり，資本市 

場における競学に依存すると思う。大企業といえども，私的資本より成るかぎり，所有者の利益か 

ら離れることはできない。これを無視してある種の社会的要請に応じる企業は，資本の供給を受け 

がたくなる。資本の需給調節のおこなわれる資本市場が競争状態にあるかぎり，シュムペーターの 

想定する官僚的企業経営は市場によって淘汰されるにちがいない。所有と経営のあいだのつながり 

は大企業社会においても消減することはない。

ガルプレイスの想定する社会主義は，大企業における計画性に重点がおかれる。大企業の経営は 

チクノストラクチュア（Technostructure) と名付けられる一群の管理者層による意思決定にまかさ 

れる。資本の所有者は経営にたいして無力になる（資本の私有の意義がなくなる）。チクノストラクチ 

ュアは，資本利潤の追求でなく，企業の成長と安定を経営指針とするようになる。企業の経営は計 

画性を必要とし，公私の別のない，国家的• 行政的複合体の一部となるであろうと予想している。

かれによれば，大企業はある程度の利潤率を維持しなくてはならないが，伝統的経済学が想定し 

'ているような極大利潤の追求はその目的とするところではない。管理者層の利益は，.それよりも成 

長と安定にある。企業は巨額の投資をするのであるから，時間の長い用意と懐妊の期間を要し，資 

本の償還にも長い将来にわたる安定を必要とする。

大企業は，個人の貯蓄をあてにせず，もっぱら自己資本で成長をはかると想定するのは誇張であ 

ろう。企業は巨大なりに，資本市場における資金の調達を必要とするのであって，それには，その 

企業の資本価値が高い評価を受けて'̂ 、ることを必要とする。銀行も個人も不安な企業には投資を渋 

る。安定と成長には，やはり利潤原則の尊重を必要条件とする。

また，ガルプレイスは，経営の計a 性を指摘して，経済制度が全体として計画的に運営されるか 

のごとく想定しているが，これは明らかに誤りである。大企業がどれはど長期間にわたる計画性を 

要求し，準備し，そして蓮営されるとしても，社会全体としての経済が計画化されることはない。 

多数の多棒な大企業と無数の中小企業の混在する社会において，大企業の影響力は大きいとしても， 

全体の経済が計画性をもつ必然性は何もない。

ガルプレイスは，大企業が政府と密參して資本の調達をするようになり，生産もまた需要を繰縦 

して，これを生産に惹きつけるようになるとも説いている。かれの説くところの論拠は,たしかに
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今日のアメリカ経済の一部にみられるところであるが，それが決定的な影響力をもって，計画j化，

私有の為力化，利潤原則の弱体化，社会的な新しい価値へのチクノストラクチュア性向を想定する

のは，筆者にはすべて誇張としか映らない。

ガルプレイスは，大企業が公企業との蓮営上の性質の相違をだんだんなくしてしまい， 「国家の

行政的複合体の一部分J となる傾向があると断定しているが，資本の調達を民間の貯蓄や商業的銀

行からの信用をあてにせず，国® と自己資金とに依存すると思っているのであろう力、。

ガルプレイスとは反対の論拠にもとづいて,現にアメリカにおいて社会主義が実現されつつある
(21)

と説く著名な学者がいる。ドラッカー（Peter Drucker)がそのひとである。かれは，多数の勤労者

が老後の生活のために用意する年金の掛金を基にして，蓄積されている私的年金基金が，自営業者

や公務員，教職員の年金基金とあわせて，全産業の三分の一を所有していることになると指摘し，

10年後の1985年には，全産業の発行株まの5割以上を所有することになると説く。他方，人口;1 造

の近年の変化は，やがて成人人口の2割が60歳以上の人によって占められるようになっており，高

年齢層が人口の中心部分となって，アメリカの政治や経済の政策を左右するようになるという。

rアメリカの被雇者は，その年金基金を通じてアメリカ経済全体の資本を所有し，支配し動かす

という意味において，唯一かつ真の資本家である。農業部門をのぞき，アメリカの生産手段すなわ

ち経済は，アメリカの被用者のために運用されているといってよい。しかも企業の利益において，

年金基金への拠出すなわち未来賃金に向けられる割合は，増加の一途にある。剰余価値などは存在
( 22)

しない。利益もまた賞金に向けられているJ とドラッカーは記している。

年金基金の制度はアメリカでは，南北戦争の時代からあったという。1950年，ゼネラル•モータ 

ース（G. M .)の会長ウィルソンの提案による新しい年金基金が創設されるまでに，すでに2,000の 

基金があった。

アメリカの民間企業の年金基金制度の特徴は，企業と従業員とによって積立てられる年金基金が, 

専門の基金管理者によって，任意の株式投資に充てられる点にある。ドラッカーによれぱ，年金の 

払込みをする労働者は資本の所有者であり，投資はアメリカ資本市場の上場株式の約3割に達し 

(5,000億ドルのうち1,400-1,500億ドル)，年々200億ドルずつ増加しているという。それは1985年の将 

来には，この傾向でいくと，年金基金は全経済の50%を所有する。このほかに自営者年金，その他 

の個人退職勘定，公務員年金基金を合わせると，65-70%に達すると推定される。 ドラッカーによ 

ると，人口構造の変化が19世紀末以来起り，乳幼兄死亡率の急激な低下が起り，今日では65歳以上 

の人口は労働人口と1 : 4 になっている。そして中年層と高年層とが成人人口の約半分を占め，年
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注 （21) Drucker, Peter, The Unseen Revolution: Now Pension Fund Socialism Came to America 1976 New 

York.邦訳佐々 木，上旧r見えざる革命j ダイヤモンド社* 昭和51年，
( 2 2 )邦訳，2ページ。
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金に最大の関心を払う人口層がアメリ力の生活の仕方を決定する主流となっている。

私的年金基金社会主義と呼ばれる社会主義は，はたしてその名に値いするか。年金基‘金制度がど 

こまで安定的に成長するか，たえず投資収益が労働者にたいして必ず年金を保障するに定るかには 

問題があろう。またインフレーションが年金をどれほど減価させるかも問題である。これらは当面 

はしばらくおくとして，社会主義の理想の立場からみれば年金社会主義がその名に値いしない点が 

いくつかある。その一つとして, 労働者は所属する企業の経営者でもなく，直接の資本管理者でも 

ない。資本の所有者というけれども，所有しているのは，投資ロを求めて移動する金融資本であっ 

て，特定の企業の資産ではない。したがって年金の積立をする労働者が集団として資本所有者の立 

思で経済的影響力を発揮するわけではない。二つには，年金の蓄積額が増大し，年々の新資本が供 

給積立金として，金融機関に預託されるとしても，それは要するに，資本市場における他の供給源 

とともに，投資機会を求める資本の一部であり，資本主義社会の利潤追求の原則の支配からはまぬ 

かれることができない。社会主義思想家たちがもとめている社会主義的消費のための投資にはなら 

ない。社会主義の一つの要素たる経済的平等への貢献はない。ァメリカの年金基金は商業銀行や信 

託会社，保険会社によって管理される。これらの金融機関にとっては，年金基金は他の金融資本と 

競合する一つにすぎない。

ドラッカーは，年金基金を投資者として迎えている企業における経営管理者の責任を問うている。 

かれによると，アメリカの企業は，これまで労使関係の円満を保つために,被用者に主たる生産の 

分前を与えてきたぱかりに，投資者の分け前は輕んぜられたし，消費者の分け前も薄かったという， 

もしアメリカの企業経営者がこれからさき，企業の新しい所有者たる年金加入者としての被用者に

たいする責任をとるにふさわしい経営を行なわないとすれば，その存在理由が疑がわれると説いて
( 2 3)

いる。

年金基金の加入者の利益とは，現在から将来にわたる被用者の利益を意味する。現在の所得の分け 

前と将来の利益すなわち生産的な投資とのあいだには，必ずしも利益の一致はない，ドラッカーは， 

年金基金の加入者の利益こそが企業の利益と一致するという。

企業の経営がその生産性の向上，その成長を最重要の目的とするのは，競争社会における当然の 

条件としてみることができる。資本主義社会で成功する企業はすべてこの条件に合致する。資本の 

所有者が年金基金の加入者であっても，そうでない私有財産所有者であっても相違はない。したが 

って年金基金がアメリ力の金業とある種の社会主義思想に合致する方向に変えるということはない 

-であろう。

生産手段を社会化する方法も，労働者自身が生産手段の所有者となる方法も，資本の利用の原則

注（23)邦訳* 101ページ。
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としての資本の効率性を尊重しようとすれば，競争市場と営利原則という古い，伝統的な条件を受 

けいれなくてはならないであろう。換言すれぱ，資本はその所有者のいかんにかかわらず，生産的 

効率を刺激される条件のもとにおいてのみ，経済的成長や所得の増大に貢献する。国有や国家管理 

は，資本の効率にとってはもっとも不適当な方法である。高橋先生の説かれた協同主義は小規模企 

業においては，労資一体感を実質的に帯びた経営たりうるし，生産による収益を労働者自身の果実 

にすることが可能である。しかし，経営の規模が大きくなるときは，専門の経営者，他人資本の導 

ん所有者以外の従業員という構成要素がふえざるをえないし，協同組合を主たる経営形態とすろ 

経済制度は実際に期待しえない。

大企業が社会主義を生み出すという学説は上に指摘したように，シュムペータ一やガルプレイス 

によって唱えられている。この学者たちの社会主義観は，資本と労働との合致でなく，経営という 

特殊専門の任務を引受ける経営者が，古き資本主義的企業家精神を超克して，公共性を尊重する企 

秉経営を行なうという点に力点がある。

かれらにとっては，社会主義の特質が資本の所有者と労働者との関係に置かれるのでなく，経営 

の性格に置かれている。所有と労働との間の利害の対立はかれらによって重要視されていない。1» 

世紀の社会主義思想とは，この点が著しく相違する。大企業の経営が個人資本家の影響から脱却し 

て，経営専門家にゆだねられるとき，経営に公共性を尊重する要素が資本の利潤追求の原則を抑制 

する作用を帯びることは考えられることである。しかし，その故をもって私有財産の制度が公的所 

有に移るわけではないし，その経済的影響力が消滅するものではない。というのは，資本の供給の 

源泉は，基本的には，資本の所有者と貯蓄者だからである。資本は政府がその所有する財産の収入 

から供給するか，あるいは租税の一部をさいて供給する。あるいは，法人企業がその収益の一部を 

留保して投資にまわす。政府が租税から供給するのも，また法人企業が留保部分を調達するのも， 

それはすべて，私有財産の所有者あるいは労働する個人の所得のうちから引出されるものである。 

政府は，財政上は結局において個人なり法人なりの収入に依存してのみ資本を供給することができ 

るし，法人の経営者は株主への配当とは別筒に留保部分を定めるとしても，その決定は不可避的に 

株主の利害に影響するため，それを考慮することなしに，任意の決定を行なうことはできない。所 

有と経営の分離は，企業の大規模化とともにいよいよ顕著であって，資本の処分と管理には，それ 

ぞれ專門の金融機関と経営専門家とが分担するのが今日の資本主義体制の傾向である。これによっ 

て資本の私的所有者とその処分や管理との距離はひろがるごとくであるが，他方において資本の私 

的所有者は, 有利な処分と管理の方法の選択の機会に関する情報に，一層容易に接近することがで 

きるようになる。その結果は，より健全な財産所有を求める私有財産の形成者の経済的影響力が強 

まるのである。

今日，社会主義的思考をもつひとびとのあいだに，私有財産否定の考え方は消えつつあるように
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思われる。マルクス主義から離れることのできないひとびとのあいだでも，私的資本の排撃と私有 

財産制度とは別種の存在であるごとき議論が多い。資本主義批判は，大企業あるいは独占といわれ 

るものの経済的影響力にそそがれ，これらの支配する産業の国有や国家管理が主張され，国によっ 

ては実施に移されている。それと同時に，平等化の一つの手段として，政府の財政による所得の再 

分配政策が歡迎され，福祉国家という標語が社会主義に代替しつつある。もし国有化企業の目的が 

私企業と異なり，特別の公共目的に享仕することにあって，営利的に自立しえないとすれぱ，その 

存続のためには，政府は営利的に成功している私企業活動によって支えられる租税収入からの援助 

を求めなければならない。また財政手段による所得再分配政策にしても，所得の第一次分配は市場 

経済の活動から生まれることを許すだけでなく，その成長を必要とするのである。したがってこの 

種の考え方を社会主義とよぶとしても，それは私有財産制の否定でなくて，むしろその存続と繁栄 

を前提としていることになる。 （名誉教授）
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